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芸術文化振興に関する条例 制定の目的

社会をつくる
 芸術文化を通じて多様な価値

観を尊重できる社会の実現

 芸術文化を通じた活動・交流

によるコミュニティの強化

 芸術文化を活用した社会的包

摂の実現・共生社会の構築

人をつくる
 子どもたちへのアプローチに

よる生きる力、日々の生活で

の前向きで豊かな心の育み

 芸術文化との触れ合いによ

る自己形成や教養形成

まちをつくる
 芸術文化を活用した市内＆

市外へのまちの魅力発信

 産業や観光などの分野と芸

術文化との連携によるまち

の活性化

芸術文化

文化的
コモンズ
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